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規制改革会議 第５回 ネットワーク産業ＴＦ 議事録 

 

 

１．日時：平成 19 年 11 月６日（火）13:00 ～ 14:43 

２．場所：永田町合同庁舎２階 第２共用会議室 

３．議題：「 電 力 分 野 に お け る 規 制 改 革 」 に つ い て  

４．出席者： 

   【規制改革会議】中条主査、八田委員、松村専門委員 

      【経済産業省出席者】電力・ガス事業部 電力市場整備課長      片 山  啓  

                                         電力市場整備課長補佐   山 口  仁  

                        電力・ガス事業部 電力市場基盤課長    吉 野  恭 司  

                                         電力市場基盤課長補佐   太 田  知 子  

 

５．議事： 

 

 

○中条主査 それでは、今日は、お忙しい中をお越しいただきましてありがとうございま

す。「ネットワーク産業タスクフォース」の電力分野における規制改革について、経済産

業省さんから御説明をいただきます。それでは、早速、お願いいたします。 

○片山課長 それでは、お手元に資料を配付させていただいております「電気事業制度改

革の検討状況等について」というパワーポイントでございます。おめくりいただきまして、

今回、幾つか質問項目をいただいておりまして、それに答えるような形で資料をつくって

おりますが、主として今、電気事業制度改革にかかわるところにつきましては、御案内の

とおり、総合資源エネルギー調査会の電気事業分科会で制度改革の議論をやっております。

まだ結論が出ているような状況ではありませんが、大体、今、どういったような検討状況

にあるのかということを御報告をさせていただければというふうに思います。 

 「目次」のところにありますように、同時同量・インバランス制度改革、発電・卸電力

市場の競争環境整備について、託送供給料金制度改革について、送電ロス、排出係数の在

り方というような資料構成になっております。 

 「同時同量・インバランス制度改革」につきましては、次の２ページでございますけれ

ども、ＰＰＳのインバランスの発生、インバランス料金の負担実態等も踏まえて、インバ

ランス料金制度改革及びインバランスに係る事業リスクの低減策について検討を行ってい

るところでございます。中身としては、今の制度、料金制度改革、事業リスクの低減策と

いったような構成になっております。 

 おめくりいただきまして、３ページでございます。「現在の同時同量・インバランス制

度」でございますけれども、御案内のとおり、電気は瞬時瞬時に需給を一致させる必要が
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あるということで、今は一般電気事業者が系統運用者としての「系統エリアのインバラン

ス管理」と、小売・発電部門としての「自社の発電・需要の管理」を一体となって行って

いるというのが現状でございます。 

 ＰＰＳにつきましては、30 分単位で発需の不一致を契約電力の３％以内に抑制すること

が求められているということで、一般電気事業者の系統運用部門から不足が生じた場合に

は一元的に電気の補給を受け、その対価としてインバランス料金を払うという形になって

おります。 

 インバランス料金につきましては、インバランスの不足量に応じて段階別料金が課され

ていますが、特に変動範囲外インバランス料金については、ＰＰＳや、あるいは発電事業

者の事業リスク低減のため、その低廉化が必要という指摘が多いということでございます。 

 右下の四角に今の接続インバランス料金の体系が出ておりますけれども、第一変動範囲

内は、平均をすると９円 25 銭ぐらいでございますが、変動範囲外は数十円という非常に高

い料金になっているということでございます。 

 このインバランス料金の制度改革の考え方でございますが、４ページでございます。我

々としては、基本的な考え方として、「一般電気事業者とＰＰＳとイコールフッティング」

を追求する中で料金制度の改革ができないかというふうに考えております。 

 下の四角の中にありますように、エリアという意味は一般電気事業者の供給区域という

ことでございますが、その供給区域の同時同量のために要するコストを抽出した上で、一

般電気事業者とＰＰＳがそのコストを公平に負担する形にインバランス料金を改めていく

ということを検討したいというふうに考えております。 

 具体的には、ここで「運転予備力」と書いてございますけれども、これは括弧の中にそ

のコンセプトが書いてございます。「天候急変などによる需要の急増や電源脱落故障に備

えて一般電気事業者の送電部門が確保すべきとされている供給力で、当日のエリア最大需

要の３～５％」というふうに、この定義自体は電力系統利用協議会、我々は中立機関とい

うふうに呼んでおりますが、そこのルールで規定されているものでございます。この運転

予備力というものに着目をして、それに相当する費用というのを一般電気事業者、ＰＰＳ

がそれぞれ公平に負担する仕組みはできないかということでございます。当然、燃料代等

の可変費についても公平負担ということでインバランス料金をつくっていくことができな

いかというふうに考えております。 

 また、イコールフッティングの観点から、一般電気事業者がインバランス料金に関する

収支を作成することなどを検討すべきだということで考えているところでございます。 

 おめくりいただきまして、５ページでございます。「インバランス料金の水準等の検討」

ということでございます。冒頭申し上げましたように、変動範囲外インバランス料金が非

常に高いということでございまして、ここをどういうふうにつくっていくかということで

ございます。 

 ここにつきましては、先ほど、運転予備力に相当するコストを一般電気事業者、ＰＰＳ
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が公平に負担をするというふうに申し上げました。この考え方でいきますと、エリア全体

の同時同量を維持するためのコストをそれぞれ、一般電気事業者、ＰＰＳがある一定の基

準で発生させるインバランス相当量で割算することによって平均コストを出していく。こ

の平均コストを変動範囲内、変動範囲外でどういうふうに回収をしていくのかというよう

なことで料金をつくっていけないか。その場合に、変動範囲外インバランス料金につきま

しては、例えば変動範囲内インバランス料金のＸ倍というふうに設定することによって、

その料金をつくっていくことができないかというふうに考えているところでございます。 

 ただ、具体的な水準の設定に当たっては、以下の３つの視点を考慮すべきということで、

１つ目は、ＰＰＳや発電事業者にとって参入阻害的とならない価格であること。 

 もう一つは、同時にＰＰＳの同時同量達成に係るモラルハザードを防止しなければいけ

ないということ。 

 ３点目に、卸電力取引所、既に２年数か月の取引実績があるわけでございますが、そこ

でついてきたスポット価格の水準といったようなものを参考にしながら、このＸ倍という

のを設定していくこととしてはどうかという議論が行われているところでございます。 

 その他の留意点といたしましては、不可避的に発生する変動範囲内インバランス料金に

ついては季時別に展開しないこととし、変動範囲外インバランスについては、需給の逼迫

等を勘案し、季時別に展開をしていくこと。 

 ２点目として、ＰＰＳの事業遂行上のインバランス料金の重要性にかんがみ、インバラ

ンス料金の算定方法変更に伴って、ＰＰＳの負担が現状より重くならないことが重要だと

いうこと。 

 最後に、同時同量を達成する上で、託送に伴う余剰電力はいわば不可避的に発生するこ

とを踏まえ、適切に設定されることを期待と、ここはプラス側に振れたときの一般電気事

業者による買取価格について適切な設定が行われるべきだという指摘でございます。 

 ６ページ目でございますが、「変動範囲外インバランスの裾切り値設定」という論点で

ございます。これはＰＰＳが新たに事業を開始したり、あるいは既存のＰＰＳでも新しい

エリアに参入をした直後というのは、需要だとか、あるいはそれに見合った電源の規模が

小さくて、変動範囲外インバランスを発生させる確率が高い傾向にある。 

 他方で、小さなＰＰＳが発生させるインバランスはエリアの系統に与える影響も小さい

ということから、参入直後のＰＰＳの事業リスク低減の観点から、以下の点について今、

検討しているということでございます。 

 ここに書いてありますように、新たなエリアに参入したＰＰＳについては、この量以下

という、ある一定量以下の場合は、変動範囲外インバランスと見なさないとするような裾

切り値を設定してはどうか。 

 その際、ＰＰＳが規模を拡大して成長するインセンティブを与える等の理由から、裾切

り値の設定はＰＰＳの新規エリア参入後の一定期間に限るべきではないか。 

 また、会社を分割して多数の小規模ＰＰＳをつくるなどの手段により規模が大きくなっ
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たＰＰＳが制度を悪用し、系統の安定性に影響が出ることがないよう制度を設計すべきで

はないか。 

 こういった留意点がいろいろあるわけでございますが、裾切り値というのを設定すると

いう方向で今、検討しているところでございます。 

 ７ページでございます。「バランシング・グループの活用容易化」ということで、今の

託送制度の中にも代表契約者制度というのがございます。一般的にバランシング・グルー

プを形成するＰＰＳ全体で同時同量を達成することによって、グループの規模が大きくな

るほどインバランス発生の事業リスクは低減をする。 

 ただ、現状では、代表契約者となるＰＰＳに精算等の事務作業や責任というものが集中

する。したがって、各ＰＰＳの情報が共有をされてしまう、ライバル同士の情報が共有さ

れてしまうといった問題点がございます。 

 こういった点を踏まえまして、改善策として、託送契約上の代表契約者というのは変わ

らないわけでございますが、そこから委任を受けた第三者がインバランス料金等の託送料

金の精算等の役割を代行できる仕組みを検討する。この委任を受けた者が、言ってみると

バランシング・グループの中のインバランス精算に責任を持つことができるような仕組み

をつくったらどうかということを検討しております。 

 ８ページでございます。「発電事業者の発電不調時の調整容易化」ということで、現在

の発電不調時の調整方法というのは左にございます。発電事業者の発電不調時には、発電

計画の提出、計画変更の申出はＰＰＳを経由して一般電気事業者に対して行うという仕組

みになっております。 

 このため、発電事業者が主体的に発電計画を変更できず、ＰＰＳの変更手続の時間の分

だけインバランス発生時間が伸びる可能性がある。また、事故により停止していた電源が

復旧しても、ＰＰＳの了承を得るまで発電を開始することができないということで、発電

事業者が自らこういった事態のリスクをコントロールできないという不満がございます。 

 改善策といたしまして、ＰＰＳと発電事業者の間の事前の合意があった場合において、

電源脱落等が生じたときは、発電事業者が直接、一般電気事業者に連絡をして、発電計画

の変更等の手続を行うことができる仕組みというのを今、検討しているところでございま

す。 

 ページをおめくりいただきまして、次に「発電・卸電力市場の競争環境整備」というと

ころでございます。小売市場の競争活性化や安定供給にも資する発電・卸市場の流動性向

上に向け、具体的な競争環境整備策を卸電力取引所の取引活性化に向けた方策を中心に検

討しているところでございます。 

 具体的には、まず、取引メニューの充実方策といたしまして、スポット取引に比べて低

調な先渡取引の活性化、主として託送・決済手続の改善を通じて、先渡取引というのを使

い勝手のいいものにしていくということを考えております。 

 ２点目として、非常に大きな柱として、時間前市場の創設を行う方法で検討していると
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ころでございます。これは次のページで御説明をいたします。 

 次に、発電事業者から見た取引所取引に係る事業者リスクの低減策として、インバラン

ス求償ルールの見直しや、取引所のシステム改善自体を行うという方向で今、検討してい

るところでございます。 

 更に、こういった取引メニューの充実ですとか、使い勝手のよさの追求ということと併

せて、現在の取引所取引の小売販売電力量に占める比率が 0.2％にとどまっている現状に

かんがみまして、流動性確保のための取引量増加に向けた新たな目標の設定と具体的手段

についても検討しているところでございます。 

 また、取引所取引の信頼性を高めていくための市場監視の徹底や、一層の中立・公正な

事業運営を確保するためのガバナンスの改善についても検討しているところでございます。 

 次に、10 ページでございます。「時間前市場の創設の検討」ということで、これは今回

の制度改革の目玉の一つだというふうに認識をしております。 

 現在、諸外国と異なり、取引所の取引メニューが限定的な我が国におきましては、前日

計画策定後に発電不調や需要急増等により不測の需給ミスマッチが生じた場合、発電事業

者やＰＰＳが市場を通じて電源を調達することはできないということでございます。した

がって、これら事業者の事業リスク低減に資する時間前市場、現物受渡しの一定時間前に

電気の取引を行う市場ということでございますが、これを創設する方向で今、検討してい

るところでございます。 

 創設をする場合には、安定供給確保の観点から、系統運用への影響に十分留意すること

が必要になってくるということでございまして、時間前市場が前日計画策定後の不測の需

給ミスマッチに対応する市場である点についての認識を市場参加者の間で明確に共有した

上で、前日計画が供給区域の需給バランス確保・潮流状況把握のために果たしている現在

の機能が損なわれないよう、事後検証を行うなど、何らかの措置を講じる方向で検討して

おります。 

 取引対象とする市場の範囲につきましては、全国市場とし、市場参加者のうち、買い手

側については発電事業者も含め、前日段階で電気の供給の計画を有していることを要件と

する方向で検討しております。 

 なお、開場時間、要するに、何時間前まで取引ができるのか、あるいは値決めの方式、

シングル・プライス・オークションなのか、ザラバなのかといったような取引形態につき

ましては、さまざまな選択肢がある。諸外国でもいろんな仕組みがあるところでございま

す。市場参加者のニーズに適切に応えるものであることを前提に、恐らく余り取引ニーズ

が発生しないであろう夜間を除くという意味で、24 時間連続型の市場とはしない方向で検

討し、何時間前までの電気の取引が可能かどうかを含めた具体的な取引形態については、

我が国の系統運用の実態や費用対効果の観点も踏まえて、詳細制度設計を行う中で検討し

ていく予定というふうにさせていただいております。 

 次に、11 ページでございます。「託送供給料金制度の見直し」でございます。現在の託
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送料金は、届出プラス変更命令発動といったような規制体系になっております。この変更

命令発動についての基準というのが明確になっているところでございます。 

 その現行の基準の中のトリガー要件、要するに、変更命令を発動するかどうか、まず、

引き金を引く要件、これは今は２年連続で超過利潤もしくは欠損等が発生した場合という

ことで、非常にわずかなフラクチュエートもこれでつかまるというような感じになってお

ります。これが総括原価方式における適正な料金水準の事後チェックという本来の目的と

整合的ではないのではないかという声がございます。こういうことを踏まえまして、変更

命令発動基準の見直しを行うという議論をしております。 

 具体的には、超過利潤を毎年毎年のフローで把握するのではなくて、累積額管理、スト

ックで把握をするような方向で考えておりまして、この算出を一般電気事業者に義務づけ、

この累積額が一定の水準を超えた際に変更命令を発動する「ストック管理方式」というふ

うに呼んでおりますが、そういう方向で見直してはどうかということで検討しております。 

 また、送配電部門において生じた「超過利潤」の処分について、一般電気事業者の説明

責任が十分に果たされているとは言いがたく、また、その使途について、これは正当に留

保されたものということで何ら制度上の手当てがないということになっております。これ

が託送の利用者であるＰＰＳ側の不満が大きいということになっております。現在、その

累積した超過利潤の一部について、託送料金の引下げ、料金改定を通じて還元をしていく

といったようなルールを導入する方向で検討しているところでございます。 

 また、この変更命令発動の引き金を引く超過利潤、あるいは欠損の算定というものの根

拠になるのが送配電部門収支計算書でございますが、現在はこれが営業利益ベースの数字

となっております。当期純利益ベースの数値となっていない。超過利潤とか欠損というの

は当期純利益ベースの概念でございますので、そこに至るまでの間に、例えば送配電部門

で発生した営業外損益や特別不損益の状況が把握できないということでございます。した

がって、送配電部門収支計算書に当期純利益計算を導入する方向で今、検討しておりまし

て、ここで出てきたものから超過利潤、あるいは欠損を正確に計算して、変更命令発動に

つなげていくというような世界をつくりたいと思っております。 

 また、託送供給料金の需要種間、これは特別高圧とか高圧ということでございますが、

これの公平性について、ＰＰＳサイドから納得感がないといったような声がありまして、

料金の公平性に関して、事業者及び当局として、どういう対応の在り方があるのかという

ことを今、検討を行っているところでございます。 

 最後に、連系線・ＦＣ、これの整備の重要性というところにかんがみまして、これらへ

の設備投資のインセンティブとして、託送供給料金設定に係る事業報酬の算出の際に、レ

ートベースのうち、連系線・ＦＣの帳簿価格相当分は、通常の報酬率に一定割合で上乗せ

した率を認めるということを許容してはどうかといったようなことを検討しているところ

でございます。 

 なお、連系線・ＦＣにつきましては、今回の中越沖地震に伴って柏崎刈羽原発が全号停
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止をして、東京エリアの需給が非常にこの夏、逼迫したわけでございます。こういった、

ある意味で非常に大きな電源脱落が起きた場合であっても、安定供給というのをきちんと

担保していかなければいけない。それを効率的にやっていく一つのオプションとして、Ｆ

Ｃ・連系線の整備というのはあるんだろうというふうに思っておりまして、先ほど申し上

げました中立機関ルールの中に、広域流通を通じた安定供給の確保のために連系線・ＦＣ

の整備といったようなものを検討するプロセスを追加するということを今、電気事業分科

会の中で検討しているところでございます。それと併せて、こういう料金規制の中でのイ

ンセンティブというのを考えているということでございます。 

 おめくりいただきまして、13 ページで「参考」というふうに書いてございます。広告宣

伝費ということで御質問を受けているところでございますが、２つ目のところにございま

すように、いわゆる広告費に相当するもの、我々、電気の原価の算定の世界では普及開発

関係費という言い方をしておりますが、その性格によって、販売費、または一般管理費に

整理される。販売費というのは、よくあるようなオール電化関連のコマーシャルみたいな

もの、一般管理費というのは、言ってみると安定供給だとか、そういった全社的な、小売

の営業に直接かかわらないようなものというふうに整理をされておりまして、一般管理費

として整理された普及関係費の一部は託送供給料金原価に、通常の託送料金をつくるルー

ルにのっとって配賦をされていくということになっております。 

 それから、14 ページでございます。「現在の託送供給約款における送電ロスの扱い」で

ございますが、下の図にございますように、ＰＰＳが接続供給を行う場合は、自社の需要

に係る電力量に一般電気事業者が定めた損失率により算出された送電ロス相当量を付加し

た電力量を発電することとされているということでございます。この場合、ＰＰＳは送電

ロス相当量を自らたき増すことになっております。 

 一方で、ＰＰＳが域外から振替供給を行う場合でございますけれども、この場合には、

需要地での送電ロス相当量はＰＰＳがたき増し、発電地から需要地の受電地点までの送電

ロス相当量は、需要地の一般電気事業者がたき増しを行う。このたき増しに要したコスト

は需要地側の一般負担として託送供給料金で回収する。これはパンケーキを廃止したこと

との整合性を取るということで、このような仕組みになっているところでございます。 

 ここから説明者が代わります。 

○吉野課長 電力基盤整備課長の吉野でございます。以降、私の方から御説明申し上げま

す。 

 今回は、その他の審議論点ということで、１ポツでちょうだいしている部分に関しての

ものでございます。まず「５－１．温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」でござい

ます。これはもう御案内のとおりかと思いますけれども、地球温暖化対策法の下で一定程

度以上の温室効果ガスを出す事業者にその総量の報告を義務づける、特別の情報開示ルー

ルが定められているという仕組みのものでございます。 

 16 ページの５－２の方を見ていただきますと、この排出量総量を算定する上で必要な係
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数については、この法律の省令で 0.555 キログラムといったものが定められておりますほ

か、国が公表する一般電気事業者、それから、特定規模電気事業者のそれぞれの係数を用

いることもできるともされているということでございます。 

 具体的な排出係数が 17 ページ目でございまして、これについては、2006 年度実績に基

づくものを９月に公表したものでございます。各社それぞれに排出係数の違いがあるわけ

でございますけれども、これについては、基本的にはこれまでに形成されてきた電源構成

によるものということでございます。 

 18 ページ目のところに、参考までにそれぞれの電源ごとの排出原単位、それから、これ

は現下のヨーロッパなどにおけるような京都メカニズムのクレジット価格を使ったもので

すが、それをセットするための大まかなコストというものを左側に示しておりまして、右

側には発電のコストをお示ししているということでございます。 

 今後、電気事業者は、京都議定書の目標達成計画に位置づけられております実施行動計

画に従って排出原単位の引下げを進めていく。一般電気事業者に関しては、90 年比で約 2

0％の削減を目標としておりますけれども、今後は電源構成の改善とか、原子力の利用率向

上、火力の効率アップといったものに加えまして、主たる取組みとして、京都メカニズム

ＣＤＭクレジットの購入というものにより、その目標達成に努めるということであります。

現在、電気需要分科会の制度ワーキンググループの中でも議論しておりますが、私ども資

源エネルギー庁としましても、係る事業者の取組みを円滑化するための事業環境整備には

努めてまいりたいというふうに考えております。 

 他方、新規の論点としていただいております電気の使用に伴う温室効果ガスの排出係数

の在り方についてでございます。こちらでは、平均排出係数ではなく、時間帯別限界排出

係数を採用することが望ましいのではないかという論点提示でございますが、この点につ

きましては、現在、時間帯別限界排出係数を実際に算定することができないということで、

導入は不可能というふうに考えております。以上でございます。 

○中条主査 ありがとうございました。それでは、一応、一通り全部説明いただきました

ので、すべての論点について、主要なところから御議論いただきたいと思います。どうぞ。 

○八田委員 それでは、私から二、三お伺いいたします。まず、４ページに、インバラン

ス料金を計算する上で、インバランス収支について明確にすると書いてあるのですが、こ

れは要するに、インバランスに必要な燃料費も計測するということですか。 

○片山課長 この辺りは、実測ができるのかどうかという議論を随分いたしました。結論

から言いますと、やはりなかなか難しい。物理的に発電所が分かれていないというところ

があって、では、一定の仮定を置いて、発電所を一体となってやっているところを分ける

のかという議論もあるのかもしれないのですけれども、それを事後的に検証していくとい

うのも、なかなか行政コストがかかる等、いろいろございまして、概念的には先生おっし

ゃるように、ここで料金をつくるときの原価として可変費も入れていくという考え方にな

っておりますので、トータルとしてはみんな入っているということでございます。 
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 ただ、ある意味で、ここの料金のつくり方自体は、全体を、ある一定の前提を置いて、

大づかみで料金をつくっていくしかないのではないかというのが今の議論でございまして、

次のページで書かせていただいたんですけれども、ＰＰＳサイドからは、今よりインバラ

ンス料金負担が増えるような改革だけは反対という声が上がっているところがあって、そ

ういうところにも配慮しながら、ある程度やっていかざるを得ないんではないかというと

ころもございまして、その２つから、固定費、可変費、両方ともカバーして料金はつくっ

ていくわけでございますけれども、そこのところはある程度、一定の仮定を置いて、大づ

かみで料金をつくっていくということではないかというふうに思っております。 

○八田委員 インバランス料金で、固定費まで全部カバーするのか、固定費は別途接続料

金として取るのかということも話が２つ分かれます。いずれにしても、そもそも今の電力

自由化のやり方が構造分離をしなかったということの前提は、構造分離をしなくても、そ

れと実質的には同じ効果がある会計分離でもって目的を達成したいということだったと思

うのです。 

 実際に会社を分けないわけですが、分けたと同じような分離をするわけです。したがっ

て、インバランス料金は普通の原価計算的に、少なくとも可変費については、全く明確な

区分の仕方をやるべきではないでしょうか。同じ発電機を使うについても、ここまでの容

量のところは営業用で、といった何らかのきちんとした区分をしない限り、別会社にした

場合のことを想定できないですね。 

○片山課長 その点については、ある意味、現在、ゼロなわけです。言ってみると、送配

電部門収支の中で、送配電部門がＰＰＳとやりとりできる部分は認識していますけれども、

社内部分というのは言ってみるとゼロになっているということです。 

○八田委員 これは著しく元の精神に欠けるところがあります。 

○片山課長 これは今後の議論で、ここは認識しようという方向で今、議論をしています。

まだ結論が出ているわけではございません。ということは、ゼロではない。一番極端なの

は、要するに、計算できないから全部かぶれというのが 100 でございます。ゼロから 100

までのどこかに、先生おっしゃるように、もう少し一定の仮定を置いて、きちんとやるべ

きではないか、実際、会社を分けたときは当然そうするのだろうという御議論はわかるん

でございますが、そこのところをどこまでやるのかというところまで、まだ分科会での議

論は至っていなくて、どちらかといいますと、まずは、送配電部門収支でゼロではなくて、

認識をするかどうかというところもまだピン止めができていないというところが今の電気

事業分科会での検討状況でございます。あと、実務的にそれが分けられるのかどうかとい

うところは、その後の議論という状況です。 

○八田委員 今のままではなくて、会社を分けたがごとく計測できるように実際のオペレ

ーションを変えてやるということではないでしょうか。 

○片山課長 今回、そこまで突っ込んだ議論ができるかどうかというところはちょっと留

保を付けさせていただければと思います。 
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○八田委員 それから、もう一つ関連してですが、17 ページにＣＯ２の排出係数をお示し

いただいたんですが、東京電力とか東北電力とかいうのは、排出係数として、送電部門で

使っている電力と、それから営業部門で使っている電力と分離しているんでしょうか。 

○太田課長補佐 販売電力量ベースですので、販売をするに当たって、送電に使われた分

は含まれる、逆に卸売りをした分は入っていないという整理になっています。 

○八田委員 そうすると、例えばアンシラリーサービスに使った電力というのは、例えば

東京電力の中に含まれているのでしょうか。 

○太田課長補佐 区分けが、アンシラリーサービスのためのであるかではなく、自社販売

電力で切っておりますので、送電の過程で必要となった部分については入っています。電

気の事業者別排出係数は、系統運用者としての電力会社の係数ではなくて、小売を行って

いる電力会社の係数になります。 

○八田委員 わかりました。系統運用者としての発電分は取り除いたということですか。 

○太田課長補佐 そうですね。自社の需要に係らない部分は除いている状態になります。 

○八田委員 先ほど片山課長は、それが実に難しいんだと、要するに、アンシラリーサー

ビスや何か、系統運用者としての電力を切り分けるというのはほとんど不可能に近いとい

うことをおっしゃったのですが、そことの関係はどうなっているんでしょうか。 

○太田課長補佐 そこは、構造で分離をしているわけではなくて、販売という切り口だけ

で切っておりますので、横に切っているか、縦に切っているかの差のことではないかと思

います。 

○八田委員 同じ発電所を、営業用にも使っているけれども、最後の最後にはアンシラリ

ーサービスのためにも使っているわけですね。先ほど片山さんがおっしゃったように。そ

こではどういうふうに分離しているんでしょうか。営業用だけというふうに。 

○太田課長補佐 分離していません。二酸化炭素自体は発電所がどれだけ発電にあたり排

出したかで計上されます。 

○八田委員 そうすると、これはちょっとまずいのではないですか。最終的なお客さんは、

このＰＰＳの電力を購入したとしても、アンシラリーの部分については東京電力がやって

いるわけですから、そこも含めなければおかしい。それから、もしアンシラリーを一切外

すというならば、東京電力の電力消費の中からそういうものは全部取っておくべきだと思

うのです。 

○太田課長補佐 これは、確かに先生のおっしゃるとおりに厳密に計算ができれば、非常

によかったのですが、実際にはそのようにいかないので、係数を算定する段階で推計を行

っております。電気事業者間のやりとりについては、特に小売を行っている者同士の間で

は、なかなか相手方の数字を得るという、どれだけ燃料使用して、どれだけ二酸化炭素を

排出したかという計算が難しいものですから、これは相手の小売の係数を使うことによっ

てみなしを行うとか、あるいは自家発と小売事業者との間に、ここは当然、送電ロスとか

も入るはずなのですが、これも温対法の一つのみなしで、自家発については発電端の係数
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を使うことによって、送電ロス分については計上していない等、ある種、推計を行った結

果得られる数字でございます。確かに完全な情報、相手方がどれだけ燃料を使用したのか

という情報が完全に手に入れば計算は楽にはなると思いますが、これは企業秘密の問題も

ございますし、発電者と小売事業者との間でそのように情報を完全に開示してしまうこと

が本当によいのかという問題もあるので、様々な推計を入れた計算になっております。 

○八田委員 基本的には、構造分離ではないけれども、会計的には分離しているわけです

から、そこはもしできないとしたら、できるような仕組みに改めていく必要がどうしても

あるのではないでしょうか。 

 要するに、会計分離できないなら構造分離するというのがもともとの精神ですから、構

造分離するのが当たり前なのですが、それを百歩譲ってしないのは、会計分離はきちんと

するからだと。それがもともとの今の自由化の出発点ですからね。 

 それから、送電ロスについて伺いたいんですけれども、ここでやっているような送電ロ

スの計算の仕方だと、発送電分離しているにもかかわらず、同じ時間に送電線を使ってい

る会社ごとに、送電の料金が異なるということになるんですね。送電のために負担する費

用がＰＰＳごとに異なるというようなことになるんですが、これは発送電分離のもともと

の考え方から矛盾しているんではないでしょうか。 

 諸外国で、送電ロスの電力は市場から購入される仕組みになっています。これは、ある

意味で発送電の会計分離の概念に自然に即したやり方です。日本のやり方だと、ある発電

会社が値段の高い電気を売っていて、もう一つの発電会社が同時間に安いのを売っている。

そうすると、送電に要する費用が会社によって違うということになるのですね。それはそ

もそも送電と発電とを機能的に分離するという精神から矛盾しているのではないでしょう

か。 

 送電線を運営する会社が送電サービスを皆さんに使わせてあげよう、そのために送電料

金を取りましょうというのが元来の制度の在り方ですね。それが、使う会社によって、結

局、負担する費用が違う。全部自前で払えよということを言っているから、そうなってし

まった。それはおかしいんのではないでしょうか。 

○片山課長 日本の場合には、要するに、接続のところの送電ロスについては、発電側で

負担をしているという仕組みです。発電側で入れているわけですから。 

○八田委員 実際に発生しているロスは同じですね。電線が熱くなって、損失しているロ

スは全く同じですね。 

○片山課長 だから、そこは日本の場合は発電側で負担するという仕組みになっていて、

唯一送電側で負担しているのが振替供給のところ、これはパンケーキの廃止に合わせてや

って、需要地側でたき増すということで、需要地側の全電源平均で事業者間精算をやると

いうルールに今、なっているということです。 

○八田委員 そもそも発電側が負担するというルールが発送電会計分離の精神とは異なっ

ているんではないでしょうか。恐らく日本だけではないですか。 
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○片山課長 済みません。そこのところは今、制度改革でアジェンダに上がっていなくて、

正直言って、分科会で全然検討はしていないテーマです。発電事業者、ＰＰＳからも、そ

こを変えてくれという議論というのは、今のところないです。 

○八田委員 要するに、元来、今の制度のよって立つ精神と矛盾しているんではないかと

いう話です。 

○片山課長 矛盾しているんですかね。要するに、それは全部、送電サービスだというふ

うに考えるのか、いずれにしても、だれかが注入しなければ足りなくなるはずです。 

○八田委員 仮に送電会社と発電会社と分離しますと、送電線の利用者は、送電会社に対

して、みんな、送電線を使わせてもらうことに対して料金を払うわけです。当然、送電ロ

スに対して払うわけです。それはどこの会社も同じ金額を払う。それが送電会社たるゆえ

んですからね。 

○片山課長 要するに、送電ロス分のたき増しというのをだれがやるのかということです

ね。つまり、送電会社が調達して注入するというのが一般的な整理です。日本の場合には

発電側で注入するという整理になっているのが一般的ではないという御指摘ですか。 

○八田委員 一般的でないよりも、物理的に発送電分離をしたときと違った姿になってい

るんではないでしょうかということです。 

○片山課長 要するに、物理的にしても、だれが注入するかという議論ですね。つまり、

送電会社の責任だというふうに送電ロス部分というのを制度設計するのか、それは送電線

を利用する際に発電側から注入するという仕組みにするのかという違いですね。 

○中条主査 発送電分離をしたときにも、その２つの考え方はあり得るというお考えです

か。つまり、発送電分離の代替案として会計分離をやっているわけであるから、発送電分

離の場合に、その取り得る仕組みというのを当然、会計分離の場合にも取るべきではない

かという議論です。その場合に、送電ロスの部分について、発送電分離にした場合には、

やはり今おっしゃったように２つの選択肢があり得るというのであるならば、それは発送

電分離の場合だって、そういう２つのやり方があるんだからということで御説明なされば

いいわけです。 

○片山課長 物理的にはどっちがやっても同じですね。ルールをどっちで決めるかという

だけですね。 

○中条主査 であるならば、発送電分離にした場合でも２つ方法はあり得るということで

すね。 

○片山課長 発電側で注入するというふうにして、同じだと思います。 

○八田委員 実際問題として、ここからここまでが幾ら送電ロスが発生するなどというこ

とは簡単に事前にはわからないわけですね。だから、結果的には送電会社がそれを全部負

担するわけです。発送電分離しているところでは、送電会社が注入されたのと注出された

電力の差を全部ひっくるめて調達して負担するわけです、普通の場合には。ルートごとに

なんてわかりませんから、その後で料金をいただくわけです。その料金をいただくときに
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は、同じルートなら、どこの会社が使っても同じ料金になるように取るわけです。それが

発送電分離の形だと思います。 

○片山課長 発電側で注入したらだめなんですかね。 

○八田委員 注入のしようがないではないですか。全部の送電ネットワークで使う送電ロ

スというのは、送電会社が結局は負担しているわけです。そして、その後で各社に支払っ

ていただくというんだけれども、これもネットワークですから、どこにどれだけロスがあ

るかわからないから、料金をいただくわけです。 

○片山課長 それはそうなのかもしれないのですけれども、要するに、考え方の問題です

ね。 

○八田委員 結局、片山さんがおっしゃるのは、料金をいただくときに、各会社ごとに燃

料が違っていれば、それに合わせた別料金でいただきましょうと、そういうようなことで

すね。 

○片山課長 別料金というのか、要するに、最後はそれだけの量が来ているのかどうかと

いう問題ですから。 

○八田委員 これはちょっと時間がかかりますから、次のトピックに行きたいと思います。 

 諸外国における時間前市場で、ザラバの例と板寄せの例について、もし資料をお持ちで

したら、両方とも、それぞれどこの国が板寄せであって、どこの国がザラバであるか、そ

れについて資料をお願いしたいと思います。 

○片山課長 ザラバの例でいくと、先生御案内のノルドプール、ドイツＥＸ、フランスの

パワーネクストもそうでございます。イギリスもそうです。シングル・プライス・オーク

ションでやっているのがスペインのオメル。 

○八田委員 何回ぐらいやっているんですか。 

○片山課長 スペインは６回だったかな。 

オランダのＡＰＸ。オランダは回数はわかりません。 

○八田委員 わかりました。では、スペインとオランダですね。どうもありがとうござい

ました。私の方からは以上です。 

○松村専門委員 まず、排出係数、時間別、季時別の限界排出係数は計測できないと断言

されておられたのですが、これは時間別、季時別が無理ということなのでしょうか。限界

が無理ということなのでしょうか。 

○吉野課長 限界は少なくとも算定の方法はないと思います。限界の排出係数については、

実際に算定することができないということでございます。 

○松村専門委員 時間別はできるということですか。 

○吉野課長 平均の場合であれば、計算は可能ではないかと思います。 

○松村専門委員 なるほど。できないとおっしゃったのは限界の議論ですね。 

○吉野課長 はい。 

○松村専門委員 そうすると、実際にいろんなところでビルドマージンやオペレーション
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マージンというのが議論されて計算されているはずなのですが、なぜできないと断言でき

るのか、その根拠を教えてください。 

○吉野課長 そのためのデータを取っていないということを聞いています。そういうデー

タの取り方をしておらないということで、事実上、不可能ということです。 

○松村専門委員 なるほど。それはどなたからお伺いになったのですか。 

○吉野課長 電気事業者でございます。 

○松村専門委員 なるほど。電気事業者が言うことは 100％信じるというわけですね。 

○吉野課長 限界の数字は実際に出せるように思えないんです。 

○八田委員 事業者に聞くことではないでしょう。役所がやることでしょう。それをちゃ

んと測定できるようにしろというのは役所のやることでしょう。 

○吉野課長 それは経営上、必要なツールということであれば、民間事業者がそれを開発

すればいいのだろうと思うんです。 

○八田委員 経営上のためではなく、環境保全のためでしょう。 

○吉野課長 温対法のスキームの下で、そうしたところをするかどうかに関しては、そこ

までやる必要はないんではないかと思います。 

○松村専門委員 すみません。議論がおかしくなっているんですが、できないと断言され

たわけですね。できないというのは、できるのだけれども、する必要がないとか、できる

けれども効果が薄い、という話と全然次元が違います。 

○吉野課長 算定することができないというふうに聞いております。 

○中条主査 それで、お役所の方としても、それはできないというふうに判断されたとい

うことですか。 

○片山課長 要するに、自社の発電機であれば、ある程度、情報というのはあるのかもし

れないんですけれども、契約で他社から買っている場合に、言ってみると、その発電機が

時間帯ごとにどれだけ動いているのかとか、どういう燃料を使って動いているのかとか、

そういう情報がないと恐らく、正確に時間帯別の排出係数を補足するのは難しいんではな

いか。 

○八田委員 先程、吉野課長は、時間帯別に平均はできるとおっしゃったでしょう。 

○吉野課長 限界的に、次の１単位の需要に対して、どの電源をどう適用したかというこ

とは算定のしようがないので、その限界的なものは出ないだろうけれども、時間帯ごとに

平均の値で計算することはできるんではないかということです。 

○八田委員 今、片山さんは、時間帯ごとにもできないとおっしゃったんです。 

○片山課長 私が心配しているのは、ＰＰＳはかなりきついのではないかと思います。新

規参入者側が、例えば、彼らは自家発余剰とか結構買っていますけれども、そういうとこ

ろに、そういう事細かなデータというのを取った上で国に報告をして、国が本当にどこま

で確からしいかというのを確認するということが、吉野課長も言ったのは、できるんだろ

うけれども、本当に正確なものを確認するところというのは結構大変だというふうに思い
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ます。 

 先ほど太田が言いましたけれども、今の年間の平均の係数を確認するだけでも相当の規

制コストが行政側に発生しているところがあって、ある程度、事業者が言っていることを

信頼して、割り切りでやらざるを得ない部分というのは正直かなりございます。それを更

に精緻に時間帯別に平均で出していくという作業をやったときに、恐らく不確かさという

のがどんどん増えていく世界になると思いますので、物理的に全くできないかということ

に対する答えとして、吉野課長はできるというふうに言ったのだと思いますけれども、本

当にそれで、例えば温対法上の報告制度を変えて、需要家に報告をさせるというところに

耐え得るものになるのかどうかというところは、やはり留保せざるを得ないんではないか

というふうに思います。 

○八田委員 それでは、できるできないはちょっと置いて、排出係数を出すことの目的で

すけれども、最終的には需要家にこのＣＯ２排出について意識してもらって、なるべく排

出が少なくなるように行動してもらうということはよろしいわけですね。次に、日本の需

要家が電力を需要する場合、大部分の電力購入先は電気事業者から購入するわけですが、

電気事業者がピーク時に発電するときの電源と、それから、オフピークに使うときの電源

はかなり違う。勿論、アンシラリーのためにはピーク時でもオフピーク時でも水力使うで

しょうけれども、基本的に営業用の場合だけを考えます。オフピークは、簡単化して原子

力で発電しているとします。その場合、電気事業者の需要家がもし時間帯別に今、どうい

う排出をしているかということを知らされれば、ピーク時からの電力を減らしてオフピー

クに移動することによって、排出量を結果的にかなり減らす行動をとることができると思

うんです。そういうことを、もしできるとすれば、それは有用だというふうにお考えにな

りますか。 

○吉野課長 温暖化対策法の場合には、特定排出者の方々が自分たちの排出量を算定して

公表するという仕組みなんですけれども、実際にそうした事細かな計算までをしてお出し

になるということが、この法律のもともとの制度の成り立ちからして適当な議論なのかと

いうことを考えれば、そこは余りにもトゥーマッチではないかなというふうに思います。 

○八田委員 それはわかりました。計測できるかどうか、それに伴うコストがどうかとい

うのは置いておいて、もし、それが仮にできるとしたらば、需要家が時間帯で、需要時間

帯的にシフトして、ＣＯ２排出の低減に役に立つというふうにはお考えですか。もし、そ

れを算出することでコストがかからないとしたらですよ。 

○吉野課長 おっしゃられる点を、こちらなりにどうお答えするかなんですけれども、今、

新しい論点としてお示しになられていますのは、温暖化対策法の中での公表、報告義務と

いう中でおっしゃられるんであれば、特定排出者が自らの排出量を計算するための係数と

して電気事業者が数字を出しているという枠組みでございますので、その際に、例えば時

間帯別なのか、３時間ごとなのか、１時間ごとなのか、そういうデータを仮に、１年を通

じての平均みたいなものをお出しして、それを計算したもので実際の特定排出者の方々が
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その数字を出されるというような仕組みを想定をしているんだとすると、それ自体はかな

りいびつな仕組みなんではないかなと思うんです。 

○八田委員 そのことを伺っているんではなくて、仮にそういうことができたとしたら、

ユーザーが電力使用の時間帯をずらして、それによって排出量が減るというふうにお考え

ですか。 

○吉野課長 それは、民間事業者の中の取組みとしてそういう議論があるのならば、それ

はそういうものではないかと思います。ただ、温対法の仕組みの中で。 

○八田委員 そういうことはまた後で議論しましょう。とりあえず、日本の大部分の需要

家が電力会社から買っている。今の平均の排出係数で出すと、時間帯や季時別にも関係な

く出てしまう。それがもし時間帯ごとに区別されていると、需要家は、排出量が非常に多

いところから、ほとんど排出がゼロである時間帯にシフトするインセンティブを与える、

そこはお認めになるわけですね。 

○吉野課長 一般論として、そういうことは。 

○八田委員 わかりました。次に問題として今、御指摘になったのは、技術的に難しいか

ということと、今の温対法の枠組みでどうかということですね。まず、技術的に可能だと

して、そうすると、温対法の枠組みですけれども、温対法の精神としては、もともとこの

排出係数を知らしめて、それによって排出量を減らすということにあるわけですね。温対

法の目的は排出量を減らすことにはないんですか。 

○吉野課長 基本的には、各特定排出者の排出量をある種、人目にさらして、そのための

公表法をつくってという、基本的にはその仕組みかと思います。その中で、ある種の削減

に向けての機運を醸成していくということと理解しております。 

○八田委員 そのとおりですね。そうすると、あるユーザーがお昼ばかり電力を使う。も

う一つのユーザーは夜ばかり使う。夜使っている場合、原子力によるので、CO2 をほとん

ど何も排出していない。それなのに、それが全く同じ量を排出しているというふうに見な

されたらば、排出ガス低下の機運は醸成しませんね。全く違った量を排出しているにもか

かわらず、同じ平均の排出係数を見せたらば、醸成しないから、法の目的からしたらば、

やはり違った時間帯で電力を使っている人には違った排出量が出ているんだよということ

を可視化することが必要なんではないでしょうか。 

○吉野課長 それは制度が一体どこまでのことを期待するかということだと思うんです。

実際にある人はある時間帯の係数を使う、ある人は別のものを使う、ある方はまた違うも

のを使う、さまざまなものを使い始めると、基本的には公表されるという仕組みの下でや

られている中で、制度が極めて混乱をするんではないかなと。 

○中条主査 これは昼間のこういうときですよ、これはピーク時ですよとか、そういうこ

とを付け加えて言うべきものであって、それさえ付け加えてあれば、ピークのときには抑

えようかとか、ピークのときにこんなに出ているのかとかという情報を与えることになり

ませんか。 
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○吉野課長 公表制度はやはり時系列的な継続性だとか、業種間、企業間の比較だとか、

そういうことを目的にしているものだと思いますので、ばらばらの係数が示されて、ばら

ばらのものが個々の事業者ごとに使われるというのは余り適切な仕組みではないかと思い

ます。 

○中条主査 だけれども、例えば電車の運賃だって、いろんな運賃があるわけで、消費者

はものすごく複雑でない限り、その間である程度、識別して見ているわけで、例えば昼間

のピーク時は、これはどこの電力会社も全部同じでなくてもいいわけですよ。ともかく昼

間はこれだけ使ったら、限界的にＣＯ２の排出量も多いよということがわかればいいわけ

で、そんな複雑なものを提供する必要はないんではないですか。 

○吉野課長 その企業がどういうふうな排出量を出されているかということに関して、あ

る会社は、あるとき、この係数を使われて、ある会社は別の係数を使われて、ある会社は

昼の係数、ある会社は夜の係数と、実際、その格差がどれだけ自社として削減努力を行っ

て、前年から今年にかけて削減になったのかと、そういうところをごらんになる。あと、

別の観点から行きますと、電力取引の実態だとか、需要家のスタンスの中には、そもそも

各電力会社の年々の係数が変わること自体もいかがなものかということをおっしゃる方も

おられるようなことでありますので、一概にそれが正しいとも言えないということもあり

ます。また、電気事業者の方々も、例えばガスの方々との競争みたいなこともありますの

で、ミスリーディングな情報がそういう形で出されることに関しては、問題もあると思い

ます。 

○中条主査 何でミスリーディングになるんですか。 

○吉野課長 実際に火力の平均なのか、昼間の平均なのか、夜の平均なのか、全平均なの

か、いかなるものとガスのＣＯ２削減効果みたいなものを比較するのかということを、そ

れは末端の市場でしのぎを削る形でやっておられますので、そうした情報を提供すること

に関して、果たしてそれが望ましいのかどうかということは別途あると思っております。 

○八田委員 貴省でやっていらっしゃるのは全くミスリーディングそのものではないです

か。なぜかというと、昼間だけ使っているユーザーと夜だけ使っているユーザーと差別し

ないで、同じ排出係数を使えというわけでしょう。全く排出量が違うんですよ。それなの

に、それを同じように排出したというふうに見なせと言っているわけでしょう。そんなこ

とをやるんなら、やらない方がましではないですか。全く何の効果もない。時間帯シフト

させる効果はゼロでしょう。 

○吉野課長 時間帯シフトさせるために温対法の仕組みがあるとは思っていません。 

○八田委員 日本で排出量を電力で下げようと思ったら、時間帯をシフトさせるのが一番

有効ではないですか。 

○吉野課長 一番有効だとは思いません。まず、基本的には電源構成の検討があります。 

○八田委員 長期的にはそうです。だけれども、短期的には当然、夜間になるべく使って

もらう方がいいではないですか。 
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○吉野課長 短期的な需要の減少がかえって長期的な投資行動をゆがめる可能性もありま

す。 

○八田委員 そんなことはない。むしろ夜の原子力を使う人が増えれば、長期的に夜の原

子力の投資を促します。当たり前の話です。オフピークのところに需要が増えれば、電力

会社は安心して原子力に投資できます。もし全部フラットな需要だったら、みんな原子力

をやったっていいわけです。今、時間帯別に需要の波があるから原子力をベースにしてい

るわけですが、ベース需要が増えれば、長期的にも投資効果があるに決まっています。 

○片山課長 この仕組みは今、膨大なデータを集めて公表するので、当然ラグがあるわけ

です。 

○八田委員 計測に無駄なやり方をしているから、そういうことになっているように思い

ます。 

○片山課長 そもそも事態を正確にあらわして、要するに、リアルタイムでは全然ないも

のですから、数か月のラグがあって、ようやくデータが出るんです。 

○八田委員 もっと簡便な方法でやる方法があると思います。 

○太田課長補佐 これは私どもが１年間考えてたどり着いた最も簡便なやり方です。 

○八田委員 今のやり方よりは、実際の燃料の平均的なＣＯ２の排出量を掛けて、それを

出した方がいいのではないですか。今みたいにがらっと電力構成が変わったときに、１年

前、２年前のデータを使うよりは、簡便なやり方でやった方がよっぽど即効性があるでは

ないですか。 

○太田課長補佐 そうすると、実態からどんどん乖離をした、例えば、こちらの表に出て

いるような、一般的にこのぐらいですと、電源によってこんなものですということだけで

比較をしてもよいということになるのでしょうか。例えば石炭という電源であれば、石炭

火力も古いものから新しいものまでありまして、非常に技術的なことを言えば、出力はど

の程度かによって原単位も変わってくるものです。しかし、これは一般的にも 0.837 とい

う数字で置いてみましょうとして置いています。 

○八田委員 一応、発電所ごとに決まっているではないですか。 

○太田課長補佐 発電所ごとも違う、これは単にオールジャパンでといいますか、一つの

決め置きをしているということで、そのぐらいの精度でよいのであれば、多分、事業者間

の差も出ないでしょうし、そのぐらいで良いのであれば、これより簡単になるかもしれま

せん。 

○八田委員 まず第１に、それでも事業者間によって燃料構成が違えば差が出ると思いま

すが、一度、発電所ごとにそういう限界的な排出係数をきちんと決めておけば、あとは臨

機応変にできる。どの発電所がどれだけの効率性をやっているかというのが一度わかって

しまえばです。最初につくるときは大変かもしれないけれども、あとは臨機応変に、どん

どん今の電力構成に合わせてやっていけると思います。 

○太田課長補佐 先ほど片山課長の方からお話をしましたとおり、国が確認をするという
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ことが省令上、入っておりまして、この確認作業は大変な作業です。私どもの中で、各電

気事業者と何度も何度も電話でやりとりをしながら、データを確認しながら、事業者の方

も、数字が間違っていたとか、そういうことがあってやっています。その中で各電源を特

定してまでということは、極めて大変ですし、そこまでは到底できません。現在の算定方

法は、そこまでの行政コストを払わなくても、私どもの今あるリソースでできる最も簡単

な方法です。それには様々な推計を入れております。 

○八田委員 そこのやり方については公表されていますか。そこの測定の仕方、そこを是

非私どもにも資料としてお送りいただきたいと思います。 

○太田課長補佐 ホームページ上、算定方法を公表しております。 

○八田委員 わかりました。しかし、例えば現在東電で起きているようなことは、そうや

って精緻にやったことだから、何年か前の係数を使いますということではまずいでしょう。

だって、今、実際に全然別な電源構成をやっているわけですね。そういう状況だったらば、

先ほど私が言ったような簡便法でやった方がよっぽど正確になるんではないですか。 

○吉野課長 逆に電力の各社間の融通もあれば、卸電力取引所を介することもあれば、Ｐ

ＰＳとの行き来もあれば、などというものをいかに整合ある形で計算をするか。それも相

当の仮定を置かなければならないんですが、その計算をするのに極めて多くの労力をかけ

てやっているということです。 

○八田委員 それを２年前ので、そのままでやるよりは、簡便なシミュレーション方法を

採用して調整した方がよっぽどいいと思います。 

 先ほどからおっしゃっていることは、ある部分ではかなり細かくやることによって、ほ

かの構成が変わってしまっても全然動きが取れないということです。こういうやり方を固

執するというのは、それにいいところがあるとは思えない。やはり臨機応変に調整してい

ける仕組みが必要だと思う。それが要するに平均か、限界にもものすごく関係していて、

各社間の微妙な差などよりも、時間によって大きく違うということをきちんととらえる方

がよほど排出量を削減するのに有効ではないかと思うのです。 

○中条主査 目的がいろいろあって、要するに、託送料金をどうするかとか、そのための

コスト算定をどうするかというときの話と、ＣＯ２をどうやって抑えるかというときの話

とは少し考え方を変えてやってもいいと思うんです。ＣＯ２をどうやって抑えるかという

ときに、そんながちがちの計算をやる必要はないのではないか。 

○吉野課長 それ自体、市場に非常に大きな影響を与えることになりますので、できるだ

けそうしたことにならないルールづくりが必要だと思います。例えば、時間帯別において、

必ず昼のピーク時の方が排出係数が大きいのかというと、そうではない電力会社もあるの

かもしれない。 

○中条主査 勿論そうでしょうけれどもね。 

○吉野課長 今後は京都メカニズムのクレジットを考慮しながら、各社、自社の排出原単

位を下げる努力をしていかれるわけですけれども、そういうものが具体的にどのような形
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で反映をされていくべきものなのかとか、実際、ＣＯ２の排出コストを電気事業者がどの

ように負うのか、また、ユーザーにどのように転嫁をしていくのかとか、マーケットの成

熟がない中で、簡便なとおっしゃいますけれども、そうした情報を出すことに関しては、

それが果たして適切なシグナルになるのかどうかということに関しては、今の段階では判

断はつきかねるというふうに思っております。 

○八田委員 今の日本のように電力会社から大半の需要家が買っている状況では、各社間

の差を調べ上げるよりも、時間の差をきちんと提示した方が、はるかにＣＯ２削減には効

果的だろうと思うし、長期的に原子力発電の建設促進にも役に立つんではないかと思いま

す。 

 ちょっと論点を変えますが、インバランス料金の対称性の問題ですけれども、要するに、

不足した場合には料金を払わないといけない。過剰に出したときに、ここで書いてあるの

は、必然的に調整の過程でそういうことが起きるだろうというふうに書いてあるわけです

けれども、そこの料金は、売りと買いである程度、対称的になさる予定なのですか。 

○片山課長 不足分の供給は託送料金に含めて、一応、届出プラス規制料金に置かれてお

ります。買取りの方は今、非規制、極めて短期の卸電力取引というのが電気事業法の整理

になっております。 

 非規制の料金というのも、電力会社のホームページ等々から見ると、考え方に整合性が

各社で取れていないようなところがあったりするものですから、電気事業分科会のワーキ

ングでは、その一覧を御提示して、随分差がありますねというのを皆さんに御認識をいた

だいた上で、そこのところは、非規制とはいえ、買取りの方は当然、ＰＰＳが増やした部

分をたき減らせればいいということなんで、その変動費見合いの料金設定がなされており

ますので、そういうことで各社が適切に設定することを期待するということで、分科会の

ワーキングでは議論が行われたところです。そういう意味で、少なくとも不足と余剰とい

うところについて、一歩でも二歩でも考え方を近づけていきたいという思いはございます。 

○八田委員 基本的に、もし、ある会社が不足して、ある会社が過剰だったらば、相殺し

てしまうわけで、必ずしも電力会社がたき減らす必要もないわけですね。だから、最終的

には、その差分についてだけやればいいわけですね。基本的には対称的な料金でいいんで

はないでしょうか。 

○片山課長 そこのところは、今回、バランシング・グループが使いやすいようにという

ことでやっていて、そういうインバランスの精算のグループができるだけ大きくなるとい

うのか、そういうのを委託する事業者があらわれてくることを私は切に期待しているんで

すけれども、来れば、見える世界というのは、先生おっしゃるように変わってくるかもし

れないと思います。ただ、今は、ほとんどがばらばら個々にやっているというようなとこ

ろがあって、非規制だというところもあるものですから、ちょっと限界があるというとこ

ろは、お気持ちはかなりシェアしているところがありますけれども、御容赦いただきたい

と思います。 
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○八田委員 すぐである必要はありません。将来はやはり世界標準インバランスマーケッ

トができるわけでしょうから、なるべく整合的に、そっちに自然に持っていけるような仕

組みにしていただく必要があると思います。 

○片山課長 御意見は承ります。 

○中条主査 新規参入のＰＰＳについては裾切り値を設けるというのは、要するに、入り

やすいようにという、そういうことですか。 

○片山課長 おっしゃるとおりです。 

○中条主査 ここは要するに基本的な話になるんですけれども、新規参入が入りやすいよ

うにすべきである、ある一定の非対称規制はやっていくべきだという、基本的にはそうい

うお考えなんですか。 

○片山課長 気持ちとしては、できるだけイコールフッティングにしていきたいというこ

となんですが、ただ、現状から、いきなりすぐには持っていけないだろうという実態はよ

くわかっております。 

 ただ、制度改革の趣旨というのは、できるだけイコールフッティングをということで、

当然、一般電気事業者さんに譲っていただく部分もあれば、ＰＰＳに対して、早くひとり

立ちしていってほしいというメッセージを投げるところもあります。 

 そういうバランスの中で、実際の商売にかかわる制度改革なものですから、制度改革を

やっていきたい。基本思想はイコールフッティングではないかというふうに思っておりま

す。 

 ただ、実態を反映しなければいけないというところで、明らかにＰＰＳが一番初めに参

入するときには、今、要するにバランシング・グループがあって、実際にそういうバラン

シング・グループを運営してくれる主体がいれば、そこと契約すれば楽になるんでしょう

けれども、現実にそういう者がいないんで、そうなると、やはり入った当初というのは、

大きなＰＰＳでも新しいエリアに入るときというのは同じことになりますので、やはり初

めの負担というのを我々としては小さくしていって、そこでビジネスを大きくしていって

ほしいということでございます。 

○松村専門委員 私の理解と違うような気がします。私は基本的にこの制度はイコールフ

ッティングのための制度だと理解しています。現行制度では、30 分同時同量だと、バラン

シング・グループに入れなければ、規模が小さいと不当に不利になっているかのうせ射が

あります。その不利になっているのを元に戻すための制度であって、小さいところを優遇

するための制度とは、私は理解していません。 

○片山課長 そういう説明も成り立つかもしれません。まだここもいろいろ調整が残って

いるところでございます。 

○中条主査 もし松村先生のおっしゃるようなことであるならば、６ページの「その際」

とか「また」というところは要らないですね。「また」は要るのかな。６ページのところ

の「その際～新規エリア参入後の一定期間に限るべきではないか」というのは、これは要
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らないですね。そういう点だと。「また」の方は、これは会社を分割してそういうことを

やる、それはなくはないかもしれないけれども、これはそう考えなければいけないのかな。

そこはもう少しきちんと、論理的に議論していただきたい。 

○片山課長 ここも、やるともやらないとも、まだ議論が拮抗しているところがありまし

て、やはり系統規模の小さな一般電気事業者からは、具体的な裾切り値というのも今後の

議論とかになっているところもあって、真剣に懸念する声があるのも事実でございまして、

具体的にどういうふうにやっていくのかというのは、そういう懸念にも応えながらいろい

ろやっていきたいというふうに思っております。ただ、我々としては、できる限り、ＰＰ

Ｓにとってのインバランスリスクを少しでも低減できる方策をやっていきたいということ

で、今、こういう提案をして議論をしていただいているところでございます。 

○中条主査 ９ページのところも、どちらかと言えば、これは割とまだアバウトな書き方

をされていますが、これはまだ検討中であると、そういう意味でとらえてよろしいですか。 

○片山課長 ここは、現に日本卸電力取引所という取引所があって、一応、そういうとこ

ろで取引所としてのルールをいろいろと議論する場も設定されているものですから、すべ

て手取り足取り電気事業分科会で議論するんではなくて、ある程度、問題意識をそちらに

投げかけて、そちらで実務的に検討して、詰めてもらったものをもう一度フィードバック

していただくというようなことになっておりまして、こういう分科会で議論する際には取

引所の理事長にオブザーバーで来ていただいて、議論を全部聞いていただき問題意識を踏

まえた上で、今、実際の取引所の中のそういうルールを検討するワーキングで議論されて

いるというふうに聞いておりまして、我々も電気事業分科会での議論の中で、事務局はそ

ういうのをよく取引所と連絡を密にとってやっていけというふうに御指示いただいていま

すので、そういうことをやりながら、ここのところはやっております。 

 そういう意味で、中身を書き出すとたくさんになってしまうものですから、こういうふ

うになっております。実際にお金もかけて、いろいろ情報システムも直して、今、手書き

のファックスでいろいろやらなければいけないとかというのは全部オンラインでできるよ

うにするとか、八田委員が前回の制度改革のときにいろいろやっていただいたおかげで、

取引所のスポット取引というのはかなり託送制度の上で使いやすいものになっているもの

ですから、そういった仕組みを使いながら、今、低調な先渡取引も使い勝手のいいような

ものにしていくような方策とか、取引所の中での議論というのも前向きな方法で進んでい

ると聞いていますので、我々としては、そちらの検討にかなり期待している部分がござい

ます。むしろ全く新しい世界として時間前市場というのをつくるということを、どちらか

といいますと、この制度改革のワーキンググループの中で一生懸命やっているというとこ

ろでございます。 

○八田委員 あと、ちょっと吉野さんに伺いたいんですけれども、例えば７月、８月に、

ピーク時間帯をどう設定するかですけれども、ウィークデーで昼間の何時間か、その間に

電力会社が基本的にどういう電源で発電したかというのは、原子力で何キロワット、ガス
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でどのくらい、石油でどのくらい、これは今、調べようと思ったら調べることはできます

か。 

○片山課長 月々の統計を取っているのは私の課で取っているんですけれども、少なくと

も時間帯別では取っていないはずです。 

○八田委員 そうすると、これも新たに出してもらわなければいけないわけですね。 

○片山課長 そうですね。 

○八田委員 特に環境目的なら非常に重要ですから、統計を取るとすると、ピーク時の電

源の排出係数を計算して、他の時間帯は計測しないで、ピーク時の排出係数をその会社の

１日中の排出係数とする。ただしその会社が自らでもってオフピークについて示したけれ

ばやりなさい、そういうことは技術的に面倒くさいと言ってやらないならやらなくてもい

いですよ、という風にすればいいのではないか。そういう制度なら、物理的にできそうで

すけれどもね。 

○吉野課長 済みません、言葉が下手なものですから、うまく申し上げていないかもしれ

ませんが、各社が自らの経営の問題として、そうした問題をどう考えていくのか、自分た

ちでどう情報開示していくのかということは、それはさまざまな切り口があるのかもしれ

ませんが、こと、温暖化対策法ということになりますと、実際、排出量を計算する側の方

々に排出量の算定を義務づける仕組みになってきますので、それを時間帯別の昼、夜のと

いうところまで含めて、業務用だ、製造業だといった方々が自らのＣＯ２の排出量、電気

に関してはそういう計算をしなければいけないというような仕組みにするのは、済みませ

ん、繰り返し申し上げていますが、非常にいびつな仕組みではないかと申し上げています。

ただ、業務用の方々も製造業の方々も、さまざまな事業者の方々が、すべてある時間帯ご

とに示されたような係数を元にして、非常に煩雑な計算をして・・・。 

○八田委員 煩雑ではない。そんなもの、コンピューターで一遍に出ますよ。メーターを

持っていないところは別ですけれども、メーターを持っているところは、そんなものは一

遍に出てしまいます。そういう機器をつくれば大丈夫です。家庭でそこまでやれとは言わ

ないけれども、恐らく家庭でも、そうやったら一番効果が上がると思います。大きな会社

でメーターをつければ、それで済むと思います。 

○吉野課長 そこは非常にトゥーマッチな、かえって規制強化、行政負担が増えるような

ことに。 

○八田委員 これは環境の問題ですから、そのために規制強化をやるのは当たり前の話で

す。しかも、そんなお金のかかる問題ではないと思います。 

○吉野課長 その上で、先ほどのことに戻りますと、それぞれの者が経営上、ピークオフ

を進めるという取組み自体は、ある種のＰＲだとか、彼らなりの料金体系だとかをつくり

ながら、これまでも努力してこられていると思うんですが、基本的にはそういうものの中

で引き続きなさっていくのが・・・ 

○八田委員 時間帯ごとに実際の原価費用が違うから、電力会社は電気料金を時間ごとに
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いろいろ差をつけてきた。しかし今度は地球温暖化のために役に立てようというわけです

から、ユーザーにはピーク時には高い原価に加えて高い排出係数を負担させなければなら

ない。そのためには、違った時間帯で違った排出をしているよということを基本的にユー

ザーに見せる手段が必要です。特に時間帯ごとに使用量をコントロールできるような大口

のユーザーに対しては、それを可能にするような基礎的なデータを見せないと、彼らはわ

かりませんから、時間帯別のデーターを見せる努力が必要ではないか。 

○吉野課長 したがって、経営としてのお取組みではないかなと思うんです。そこを制度

として組み込んでいくのかというのは・・。 

○八田委員 データを見せてから経営が判断するんで、まず可視化する必要があるだろう

ということです。そのためには、先ほど申し上げたように、発電会社がそういう情報を出

していくようなインセンティブもつくる。ピークの情報だけは強制的に出させる。あとオ

フピークの情報は出したければ出しなさいよと言うと、それはそのための情報を出してい

く努力をしたくなるような制度にするということです。 

○中条主査 競争的なマーケットだったら放っておけばいい話で、それぞれの企業がやる

でしょうから。しかし、必ずしもそうではないという状況の下で、ＣＯ２について、ある

いは環境について、どの程度までお役所としておやりにならなければいけないかというと

ころの話について、御検討いただければと思います。 

○吉野課長 御検討というのは、どの点を。 

○片山課長 少なくとも我々は、平均とはいえ、時間帯別にＣＯ２の排出係数を測定する

ことというのは、相当程度難しいですということは申し上げたと思います。 

○吉野課長 限界排出係数。１単位の需要に対して、１単位の、ものすごく限界的な算定

をすることは難しいということを申し上げたんです。 

○中条主査 少なくともさっき言ったように、一番値段が高い燃料ということだから、そ

んなに難しいことではない。 

○吉野課長 それは非常にまた一種ミスリーディングな数字ではないかと思います。 

○八田委員 電気事業者は勿論、平均を使うインセンティブがあるわけです。そうすると、

原子力でもって非常に得しますからね。だから、時間ごとに「出せるか」と聞いたら「出

せない」と答えたくなる強力なインセンティブがあります。一番まずい人に聞いたという

感じですね。 

○吉野課長 あえて言えば、最大ピーク時の電源は揚水ですから、排出係数ゼロかという

話になります。 

○八田委員 それはアンシラリーで使っているわけでしょう。 

○吉野課長 実際に揚水に落としていますから。 

○八田委員 営業用に使っているわけね。 

○吉野課長 そうなると、先生おっしゃるピーク時はゼロになる。 

○八田委員 それはそれでいいではないですか。そうしたら、それをすぐ使い切って、次
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のに行くようにしなければ。だって、そこの時間帯で使うのが、もしアンシラリー以外で

営業に使っているとしたら、それはすぐ使い切らなければもったいないではないですか。 

○松村専門委員 いずれにせよ、きちんと計測すれば揚水の排出係数がゼロということは

ないと思います。水を揚げるときに石炭を使っていれば、ロスの分を計算して石炭×幾つ

という格好で排出することになると思います。 

○片山課長 いずれにしても、時間帯別の平均の排出係数というのを、今の年間の排出係

数を出すのと同じような精度で捕捉をしようというのは極めて困難が伴います。我々とし

ては、それはできない。 

○中条主査 それと全く同じような形で緻密に計算をされるというのは、それは非常にコ

ストがかかりますという、そういうお返事だということですね。 

○片山課長 そうです。 

○中条主査 ですから、緻密でないような計算であるならば、ある程度可能性はある。 

○片山課長 それは、実際に電気事業者が置かれている取引の現状だとか、ＣＯ２のコス

トに関する市場の評価がまだ未成熟であるだとか、実際のマーケットの競合があるだとか、

さまざまな事情を考えれば、そうしたあいまいな情報を提供することには問題があるとい

うふうに思います。 

○八田委員 しかし、ピークのときとオフピークのときでまるっきり違った排出をしてい

る会社に対して、どのように違った排出をしているのかを可視化しないということは、こ

の法の制度の目的に全く反すると思うんです。それはどんな近似でもやらなければいけな

いことだと我々は思うんです。それが１つ。 

 それから、先ほどの松村委員がおっしゃったように、アンシラリー以外にもピーク時に

電力を使っている。一番安い電力を使うわけがない。ピーク時には一番高価な電力を使わ

ざるを得ないから使っているわけです。ピーク時に揚水を使っていたらそういうことだと

思います。揚水に使っているから。 

○吉野課長 原子力で炊いていればＣＯ２はゼロです。 

○八田委員 ピーク時にアンシラリー以外の営業目的で揚水を使っているとすれば、それ

は高い電源のはずです。その場合には、石炭や何かを使っている可能性が非常に高いとい

うことです。 

○松村専門委員 時間前市場のことをちょっと確認させてください。もしうまく制度が来

ると、全国融通のうちのかなりの部分が代替されると考えてもいいのでしょうか。 

○片山課長 そうは思いません。 

○松村専門委員 全国融通はなくならない。 

○片山課長 なくならないでしょう。 

○松村専門委員 時間前市場には移らないということなのですか。 

○片山課長 強制はできないと思います。 

○松村専門委員 しかし、今、原則として取引所を使い、取引所を使えないときに全国融
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通が使えるという格好になっていますね。現在はスポットしかないので、市場が閉じた後

に起こった発電機の事故や、予想外の需要の増加というのは、市場で対応のしようがない

から、当然、全国融通というのが認められるわけですね。時間前市場ができたとしても、

これが使えるときには使うという義務が発生するわけではないという理解なんですか。 

○片山課長 義務とか権利とかという話ではないと思いますので、そこのところはどうい

うふうに整理するかだと思います。いずれにしても、ある取引をここでやらなければいけ

ない、ある取引はここでやってはいけないとかというものでは、まず、性格的には、義務

づけとか何かではない。 

○松村専門委員 もう一回確認しますが、現在は市場を使うことが義務づけられていると

言うと言い過ぎですが、全国融通をするときには、市場が使えたのではないかという検証

をすることになっていますね。それは正しいですか。 

○片山課長 取引所で。 

○松村専門委員 はい。現在、時間前市場がないですね。 

○片山課長 取引所の市場取引検証委員会で監視することになっているかどうか。 

○松村専門委員 例えば、ＥＳＣＪで監視することになっていますね。 

○片山課長 ＥＳＣＪで。 

○松村専門委員 全国融通が発動するというのは、本来は市場取引でできるものは市場取

引ですべきだから、全国融通が発動されたというのは、市場取引が使えなかったというこ

とですよねという立て付けになっていないでしょうか。 

○片山課長 ちょっと確認します、いずれにしても。そもそも今日の論点でそういうのは

上がってもいなかったと思いますので。 

○松村専門委員 時間前市場というところで、そういう性質があるのかどうかというのを

確認したかったのですが、既にそのところという共通理解がなかったみたいなのでこれ以

上議論を先に進められません。 

○片山課長 いずれにしても、時間前市場については、今、やるかどうかをまず、これか

ら決めなければいけない。その後に具体的にどういう形のものとしてつくっていくのかと

いうのを詳細に検討しなければいけない。やり方はどういうやり方でやっていくのかとい

うことも含めて、系統運用サイドの方から懸念等、いろいろ投げかけられたりしていると

いうことと、実際の取引量のイメージみたいなものが一体どうなるのかとか、既存の通告

変更でいろいろと柔軟に対応しているものとの関係というのをどういうふうに整理するの

かとか、実務的にも、本当にちゃんと回るような仕組みにしていってあげないと、系統運

用部門に負担がどんどんかかるというのは余り望ましい状況ではないというふうに思って

おりますので、そういうことを整理していく中で、今、松村委員がおっしゃったようなこ

とも、どういうふうに整理をきちんとしていくのかというような考えでいきたいと思いま

す。 

○中条主査 それでは、長時間どうもありがとうございました。 
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